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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体中に汚染物質として含まれる、細菌、塩素、及び硝酸塩の含有量を同時に低減する
ための、１１～６８％の空隙率を有する濾過媒体であって、前記濾過媒体が、前記流体を
通過させる或いは接触させることによって前記汚染物質の含有量をＭＣＲＥ換算で７０％
よりも大きな除去率を示すように低減させるものであって、
　・噴霧鉄粉末、又は水素還元鉄粉末、又はＣＯ還元鉄粉末の鉄をベースにした粉末から
なる主要部と、銅をベースにした粉末からなる少量部とを含む混合物（Ａ）であって、前
記混合物（Ａ）が前記噴霧鉄粉末を含む場合には前記銅の含有量は２～２０重量％であり
、前記混合物（Ａ）が前記水素還元鉄粉末を含む場合には前記銅の含有量は２～１０重量
％であり、前記混合物（Ａ）が前記ＣＯ還元鉄粉末を含む場合には前記銅の含有量は１０
～２０重量％である、前記混合物（Ａ）と、
　・銅含有量が２～１０重量％である、鉄－銅粉末合金（Ｂ）と、
　・前記混合物（Ａ）又は前記鉄－銅粉末合金（Ｂ）の少なくとも一つを含む、鉄をベー
スにした銅含有多孔性透過性複合体（Ｃ）、
の中の少なくとも１つから選択される形態の鉄及び銅を含む、
前記濾過媒体。
【請求項２】
　前記混合物（Ａ）の前記鉄をベースにした粉末が１μｍ～１０ｍｍの平均粒度を有する
、請求項１に記載の濾過媒体。
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【請求項３】
　前記混合物（Ａ）の鉄粉末が、２０μｍ～５ｍｍの平均粒度を有する、請求項２に記載
の濾過媒体。
【請求項４】
　前記混合物（Ａ）の銅をベースにした粉末が、本質的に純粋なＣｕ粉末粒子及びＣｕ合
金粉末粒子の中の少なくとも１つから選択される、請求項１から３までのいずれか一項に
記載の濾過媒体。
【請求項５】
　前記Ｃｕ合金粉末粒子が、Ｆｅ－Ｃｕ、Ｃｕ－Ｓｎ、Ｃｕ－Ｚｎ、Ｃｕ－Ａｌ、Ｃｕ－
Ｓｉ及びＣｕ－Ｎｉからなる群から選択する粉末粒子である、請求項４に記載の濾過媒体
。
【請求項６】
　前記混合物（Ａ）に含まれる前記噴霧鉄粉末が、４０～１５０μｍの平均粒度及び少な
くとも９０重量％のＦｅ含有量を有する、請求項１から５までのいずれか一項に記載の濾
過媒体。
【請求項７】
　前記混合物（Ａ）に含まれる前記水素還元鉄粉末が、４５～８５０μｍの平均粒度及び
少なくとも９０重量％のＦｅ含有量を有する、請求項１から５までのいずれか一項に記載
の濾過媒体。
【請求項８】
　前記混合物（Ａ）に含まれる前記ＣＯ還元鉄粉末が、４０～１５０μｍの平均粒度及び
少なくとも９０重量％のＦｅ含有量を有する、請求項１から５までのいずれか一項に記載
の濾過媒体。
【請求項９】
　前記噴霧鉄粉末が、水噴霧粉末である、請求項１から６までのいずれか一項に記載の濾
過媒体。
【請求項１０】
　前記鉄－銅粉末合金（Ｂ）が、１μｍ～１０ｍｍの平均粒度を有する、請求項１に記載
の濾過媒体。
【請求項１１】
　鉄をベースにした粒子のマトリックス中に存在する前記鉄－銅粉末合金（Ｂ）を、銅と
プレアロイ化された溶融鉄を直接的に噴霧すること又は鉄をベースにした粉末粒子を銅粉
末粒子と拡散合金化することによって、製造するステップを含む、請求項１又は１０に記
載の濾過媒体を製造する方法。
【請求項１２】
　銅含有粉末粒子を、鉄をベースにした粉末に拡散接合することによって前記鉄－銅粉末
合金（Ｂ）を製造するステップを含む、請求項１又は１０に記載の濾過媒体を製造する方
法。
【請求項１３】
　鉄をベースにした粉末粒子を銅粉末粒子と機械的に合金化することによって前記鉄－銅
粉末合金（Ｂ）を製造するステップを含む、請求項１又は１０に記載の濾過媒体を製造す
る方法。
【請求項１４】
　鉄をベースにした粉末からなる主要部と銅をベースにした粉末からなる少量部を含む混
合物（Ａ）を、圧密及び／又は熱処理に付すか、又は、前記圧密及び／又は熱処理に続い
て分粒に付すことによって前記銅含有多孔性透過性複合体（Ｃ）を製造するステップを含
む、請求項１に記載の濾過媒体を製造する方法。
【請求項１５】
　鉄－銅粉末合金（Ｂ）を、圧密及び／又は熱処理に付すか、又は、前記圧密及び／又は
熱処理に続いて分粒に付すことによって前記銅含有多孔性透過性複合体（Ｃ）を製造する
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ステップを含む、請求項１に記載の濾過媒体を製造する方法。
【請求項１６】
　ａ）請求項１から１０までのいずれか一項に記載の濾過媒体を準備するステップと、
　ｂ）１つ又は複数の汚染された流体を濾過媒体と接触させて、前記１つ又は複数の流体
中の汚染物質の含有量を低減するステップと、
を含むか、或いは、
　前記ａ）ステップと、前記ｂ）ステップと、ｃ）汚染物質含有量の低減された１つ又は
複数の流体から濾過媒体を除去するステップと、
を含む、流体中の汚染物質含有量を低減する方法。
【請求項１７】
　ステップｂ）において、１つ又は複数の汚染された流体が、濾過媒体を通過するように
される、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記流体（単数又は複数）が、無機塩素含有化合物、硝酸塩、亜硝酸塩、重金属、又は
微生物の中の少なくとも１つで汚染されている、請求項１６又は１７に記載の方法。
【請求項１９】
　無機塩素含有化合物が、次亜塩素酸イオン（ＣｌＯ－）、亜塩素酸イオン（ＣｌＯ２

－

）、二酸化塩素（ＣｌＯ２）、塩素酸イオン（ＣｌＯ３
－）、及び過塩素酸イオン（Ｃｌ

Ｏ４
－）からなる群から選択される、請求項１８に記載の方法。

【請求項２０】
　前記微生物が細菌である、請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　・噴霧鉄粉末、又は水素還元鉄粉末、又はＣＯ還元鉄粉末の鉄をベースにした粉末から
なる主要部と、銅をベースにした粉末からなる少量部とを含む混合物（Ａ）であって、前
記混合物（Ａ）が噴霧鉄粉末の場合には前記銅の含有量は２～２０重量％であり、前記混
合物（Ａ）が水素還元鉄粉末の場合には前記銅の含有量は２～１０重量％であり、前記混
合物（Ａ）がＣＯ還元鉄粉末の場合には前記銅の含有量は１０～２０重量％である、前記
混合物（Ａ）と、
　・鉄をベースにした粒子のマトリックス中に銅粉末が２～１０重量％で存在する鉄－銅
合金（Ｂ）と、
　・前記混合物（Ａ）又は前記鉄－銅粉末合金（Ｂ）の少なくとも一つを含む、鉄をベー
スにした銅含有多孔性透過性複合体（Ｃ）、
の中の少なくとも１つから選択される形態の鉄及び銅を含む、１１～６８％の空隙率を有
する濾過媒体の製造方法であって、
　前記濾過媒体は、流体中に汚染物質として含まれる、細菌、塩素、及び硝酸塩の含有量
を同時に、前記濾過媒体を通過させる或いは接触させることによってＭＣＲＥ換算で７０
％よりも大きな除去率を示すように低減させるものであって、
　前記混合物（Ａ）を、噴霧、Ｈ２還元又はＣＯ還元鉄粉末を、本質的に純粋なＣｕ粉末
粒子及びＣｕ合金粉末粒子の中の少なくとも１つと混合することによって得るステップと
、
　前記鉄－銅合金（Ｂ）を、銅とプレアロイ化された溶融鉄を直接的に噴霧すること、又
は鉄をベースにした粉末粒子を銅粉末粒子と拡散合金化すること、又は鉄をベースにした
粉末に銅含有粉末粒子を拡散接合すること、又は鉄をベースにした粉末粒子を銅粉末粒子
と機械的に合金化することによって得るステップと、
　前記鉄をベースにした銅含有多孔性透過性複合体（Ｃ）を、鉄をベースにした粉末から
なる主要部と銅をベースにした粉末からなる少量部を含む混合物（Ａ）、又は鉄－銅粉末
合金（Ｂ）を、圧密及び／又は熱処理に付すか、又は、前記圧密及び／又は熱処理に続い
て分粒に付すことによって得るステップの中の少なくとも１つのステップを含む、上記製
造方法。
【請求項２２】
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　・噴霧鉄粉末及び２～２０重量％の銅を含む混合物（Ａ）、水素還元鉄粉末及び２～１
０重量％の銅を含む混合物（Ａ）、ＣＯ還元鉄粉末及び１０～２０重量％の銅を含む混合
物（Ａ）、又は２～１０重量％の銅を含む鉄－銅粉末合金（Ｂ）からなる群から選択され
る形態の鉄及び銅を準備するステップと、
　・鉄及び銅を含有する前記粉末混合物（Ａ）又は合金（Ｂ）を１０～１０００ＭＰａの
圧密圧力で２．５～７ｇ／ｃｍ３の密度を有する圧密体に圧密するステップ及び／又は、
　・圧密体を３００～１２００℃の温度で熱処理するステップと、を含むか、又は、前記
圧密ステップ及び／又は熱処理ステップ後に更に、
　・前記圧密体又は前記圧密熱処理体を１０μｍ～１０ｍｍの粒度に分粒又は摩砕するス
テップと、
を含む、鉄をベースにした多孔性透過性複合体（Ｃ）を含む請求項２１に記載の濾過媒体
の製造方法。
【請求項２３】
　使用される前記圧密圧力が２０～６００ＭＰａである、請求項２２に記載の濾過媒体の
製造方法。
【請求項２４】
　前記圧密体が、４～６ｇ／ｃｍ３の密度を有する、請求項２２に記載の濾過媒体の製造
方法。
【請求項２５】
　前記熱処理が、４００～１２００℃の温度で実施される、請求項２２に記載の濾過媒体
の製造方法。
【請求項２６】
　前記分粒又は摩砕が、２０μｍ～５ｍｍの粒度をもたらす、請求項２２に記載の濾過媒
体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、濾過媒体、その製造方法、前記濾過媒体の使用、並びに前記濾過媒体を用い
て、物理的障壁、化学的処理及び／又は生物学的処理を介して、流体中で同時に複数の汚
染物質の含有量を低減する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　各種水源中の有毒な無機／有機物質は、飲料水システムに入る前、又は受水者に配水さ
れる前に、規制レベル未満に低減されなければならない。
【０００３】
　硝酸塩（ＮＯ３

－）は、農業活動が活発に行われている地域の地下水中に見出される広
く知られた無機汚染物質である。硝酸塩は、農業及び園芸において植物及び潅木に栄養素
を提供するために使用される肥料に由来するのが通常である。
【０００４】
　このような活動から生じる可能性のあるその他の汚染物質は、リン酸塩（ＰＯ４

３－）
及びアトラジンなどの痕跡量の農薬である。肥料の蓄積は、それらが土壌を通過して地下
水系を汚染することがあるので問題である。浅井戸及び深井戸の双方とも、影響を受ける
ことがある。
【０００５】
　ヒ素（Ａｓ）、クロム（Ｃｒ）（その酸化状態が＋６のクロム（ＣｒＶＩ）は最も有害
と考えられる）、鉛（Ｐｂ）、水銀（Ｈｇ）、カドミウム（Ｃｄ）、セレン（Ｓｅ）など
の有毒金属、塩素化炭化水素のような他の物質、及び時には全有機炭素（ＴＯＣ）として
測定されるその他の有機物質は、天然起源から、或いは工業又は農業活動から生じる。
【０００６】
　水中に存在する可能性のあるその他の部類の汚染物質は、細菌などの微生物である。
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【０００７】
　細菌を死滅させるための通常の方法は、消毒のために水に塩素含有化学物質を添加する
、塩素化処理を利用することである。塩素は、高効率な消毒剤であるが、この方法に付随
する欠点の１つが、水中に、健康問題を引き起こす可能性のあるＣｌＯ－イオンなどの塩
素化合物が残存することである。
【０００８】
　飲料水における汚染物質の許容レベルを達成するために、いくつかの方法が現在使用さ
れている。
【０００９】
　逆浸透は、浸透過程に基づく。これは、膜の一方の側から他の側への水の選択的移動を
伴う。この技術は、また、極めてエネルギーを消費する。
【００１０】
　イオン交換法は、ビーズ様球状樹脂材料（イオン交換樹脂）を通して水を濾過する。水
中のイオンは、ビーズに固定された他のイオンと交換される。微生物は、樹脂に結合し、
樹脂は、急速な細菌増殖のための培地及びその後の発熱物質の生成を提供することがある
。この技術は、初期資本投資は低いが、長期運転費用が高い。
【００１１】
　上記技術の１つは、水中に存在する１つの、又は一部の事例では２つの汚染物質を標的
にするように適用されるのが通常である。このことは、しばしば、いくつかの技術を互い
に続く連鎖的処理で適用する必要があることを意味する。効率を高め、費用を削減するた
めに、水をいくつかの汚染物質から１つの単一ステップで精製することが望ましい。しか
し、今日、水を複数の汚染物質から同時に効率よく精製する能力のある市販製品はほとん
ど存在しない。
【００１２】
　米国公開特許第２００７／０２４１０６３号明細書には、揮発性有機化合物で汚染され
た水を、鉄、炭素及び酸素を含む鉄粉末顆粒で処理する方法が記載されている。
【００１３】
　米国特許第５５３４１５４号には、液中に汚染物質を含む水を、金属粒子と物理的に混
合された吸着性材料の粒子を含む処理材料からなる透過性集合体を通過させることによっ
て、汚染された水を処理する方法が記載されている。該特許中で言及されている鉄金属粒
子は、一般には固形の顆粒形態の鉄粉である。該方法は、負の超高電圧を必要とし、酸素
の排除をも要求する。
【００１４】
　米国特許第６８２７７５７号には、０．０５～１０μｍの極めて小さな平均粒度を有す
るマグネタイト－鉄をベースにした複合体が記載されている。
【００１５】
　欧州特許出願公開第１２７３３７１号には、鉄粉末粒子及び無機化合物を含む媒体中で
ハロゲン化炭化水素を脱ハロゲン化することによって、選択された媒体を修復するよう構
成された鉄粉が記載されている。前記無機化合物は、極めて低い電気抵抗率を有していな
くてはならず、好ましくは、Ｃａ、Ｔｉ、Ｖ及びＣｒからなる群から選択される。前記無
機化合物は、各粒子の表面の少なくとも一部上に存在していなくてはならない。
【００１６】
　国際公開第２００８／１２９５５１号パンフレットには、炭素質材料、非水溶性の金属
酸化物又は水酸化物、並びにキトサン及びイオン交換体の中の少なくとも１つを含む液状
濾過媒体が開示されている。
【００１７】
　米国特許第４６４２１９２号には、水を金属（黄銅）粒子からなる床を通過させること
によって、無機塩素の濃度を低減する方法が開示されている。この方法は、硝酸塩の低減
に関して微々たる効果しか示さない。
【００１８】
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　米国特許第６３０３０３９号には、少なくとも２種の殺生物性金属及び少なくとも１種
のキレート化剤を含む製剤が開示されており、前記製剤は数ヶ月以上の期間にわたって溶
出する。
【００１９】
　国際公開第０３／０７６３４１号パンフレットには、閉じ込め容器内に抗菌処理媒体を
含み、該処理媒体が１種又は複数の遷移金属及び遷移金属酸化物を含む、水中での細菌増
殖を抑制する系が記載されている。
【００２０】
　銅含有粉末は、細菌を死滅させることができるが、硝酸塩の低減に関する効果はほとん
どないことが以前から知られている。また、鉄含有粉末は、微々たる量の硝酸塩及び塩素
を低減することしかできないことも以前から知られている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明者らは、驚くべきことに、特定の種類の鉄粉を使用すると、かなりの量の塩素を
低減することができることを見出すに至った。
【００２２】
　さらに、粉末形態の銅と鉄との組合せを使用することによって、驚くほど向上した硝酸
塩低減能で示される相乗効果が得られる。したがって、このような組合せは、かなりの量
の細菌、塩素、及び硝酸塩を同時的に低減することができる。該相乗効果は、鉄粉の種類
を選択すること、銅の量を決定すること、及び鉄をベースにした銅含有濾過媒体を調製す
る方法を介して、組合せを最適化することによって達成することができる。
【００２３】
　本発明により除去できる塩素は、次亜塩素酸イオン（ＣｌＯ－）、亜塩素酸イオン（Ｃ
ｌＯ２

－）、二酸化塩素（ＣｌＯ２）、塩素酸イオン（ＣｌＯ３
－）、又は過塩素酸イオ

ン（ＣｌＯ４
－）などの、無機塩素含有化合物の形態で存在することができる。本発明に

よる濾過媒体は、亜硝酸塩、重金属（Ａｓ、Ｐｂ、Ｈｇなど）、有毒な有機及び無機化合
物、その他の微生物又はこれらの組合せなどのその他の汚染物質を低減するのに使用する
こともできる。
【００２４】
　本発明は、濾過媒体に関するものであり、ここで、前記濾過媒体は、鉄及び銅を、
・鉄をベースにした粉末からなる主要部と銅をベースにした粉末からなる少量部を含む混
合物（Ａ）と、
・鉄－銅粉末合金（Ｂ）と、
・鉄をベースにした銅含有多孔性透過性複合体（Ｃ）
の中の少なくとも１つから選択される形態で含む。
【００２５】
　本発明は、また、前記濾過媒体を用い物理的障壁、化学的処理及び／又は生物学的処理
を介して流体中の汚染物質の含有量を低減する方法であって、
ａ）鉄及び銅を、
・鉄をベースにした粉末からなる主要部と銅をベースにした粉末からなる少量部を含む混
合物（Ａ）と、
・鉄－銅粉末合金（Ｂ）と、
・鉄をベースにした銅含有多孔性透過性複合体（Ｃ）
の中の少なくとも１つから選択される形態で含む濾過媒体を準備するステップと、
ｂ）１又は複数の汚染された流体を該濾過媒体と接触させて、前記１又は複数の流体中の
汚染物質含有量を低減（精製）するステップと、
ｃ）任意選択で、汚染物質含有量の低減された１又は複数の流体から濾過媒体を除去する
ステップと、
を含む方法に関する。
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【００２６】
　さらに、本発明は、鉄及び銅を、
・鉄をベースにした粉末からなる主要部と銅をベースにした粉末からなる少量部を含む混
合物（Ａ）と、
・鉄－銅粉末合金（Ｂ）と、
・鉄をベースにした銅含有多孔性透過性複合体（Ｃ）
の中の少なくとも１つから選択される形態で含む濾過媒体の製造方法であって、
　混合物（Ａ）は、噴霧鉄粉末、Ｈ２還元鉄粉末、又はＣＯ還元鉄粉末を、本質的に純粋
なＣｕ粉末粒子及びＣｕ合金粉末粒子の中の少なくとも１つと混合することによって得ら
れ、
　鉄－銅合金（Ｂ）は、銅とプレアロイ化された溶融鉄を直接的に噴霧することによって
、又は鉄をベースにした粉末に銅含有粉末粒子を拡散接合することによって、又は鉄をベ
ースにした粉末粒子を銅粉末粒子と機械的に合金化することによって得られ、
　鉄をベースにした銅含有多孔性透過性複合体（Ｃ）は、鉄をベースにした粉末からなる
主要部と銅をベースにした粉末からなる少量部を含む混合物（Ａ）を、又は鉄－銅粉末合
金（Ｂ）を、圧密及び／又は熱処理、並びに任意選択で続いて分粒に付すことによって得
られる製造方法に関する。
【００２７】
　本発明による濾過媒体は、流体中、好ましくは水含有流体中、より好ましくは地下水、
河川水、産業廃水、都市廃水、及び／又は表面水中で、該流体中の無機塩素含有化合物、
硝酸塩、亜硝酸塩、重金属、有毒無機物質、有毒有機化合物、微生物、及び／又はこれら
の組合せからなる群から選択される汚染物質の量を低減するための濾過媒体として使用す
ることができる。本発明により処理される流体が、細菌を死滅させるための無機塩素含有
化合物で既に処理されていても、一部の細菌は、このような塩素処理を生き延びる可能性
がある。その場合、本発明による濾過媒体を使用すると、流体中に存在する残存細菌を死
滅させることができる。濾過媒体は、次いで、前記塩素処理の後に流体中に存在する無機
塩素化合物を除去することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明による濾過媒体の性能を評価するのに使用されるカラムの概略図を示す図
である。
【図２】本発明による透過性多孔性複合粒子の概略図を示す図であり、ここで、銅は、鉄
粒子にわずかに接合されて高い空隙率の複合粒子を形成している。
【図３】Ｆｅ－Ｃｕ拡散接合型複合体の概略図を示す図であり、ここで、溶融形態の銅は
、鉄本体中に拡散して、構造構成要素的応用に必要とされる密な粒子を形成している。
【図４】例７の試験装置及び設定を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
混合物（Ａ）
　本発明の一実施形態において、汚染された流体を処理するための濾過媒体は、鉄をベー
スにした粉末からなる主要部と銅をベースにした粉末からなる少量部を含む混合物（Ａ）
からなるか、該混合物（Ａ）を含む。この混合物は、混合物の２～２０重量％の銅を含む
ことを特徴とする。必要とされる銅の量は、使用する鉄粉末の種類によって決まる。噴霧
鉄粉末を使用する場合、混合物中の銅量は２～２０重量％であるべきである。水素還元鉄
粉末を混合物中で使用する場合、銅量は２～１０重量％であるべきであり、ＣＯ還元鉄粉
末を使用する場合、銅量は混合物の１０～２０重量％であるべきである。
【００３０】
　上で言及した部類の鉄粉末に加えて、鉄粉又は同等の粉末も重要である。
【００３１】
　混合物（Ａ）は、典型的には、鉄をベースにした粉末粒子を銅含有粉末粒子とミキサー
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中で、銅粒子がミキサー中のいたるところで均一に分配されるまで混合することによって
製造される。混合は、Ｚ－ブレードミキサー、コーンミキサー、リボンミキサー、又は高
速ミキサーなどの通常のミキサー中で０．５分～８時間、好ましくは１分～５時間、又は
３０分間～３時間実施される。
【００３２】
　使用される鉄をベースにした粉末粒子は、溶融鉄の噴霧、すなわち溶融鉄の気体噴霧及
び水噴霧、酸化鉄の化学的還元、例えば酸化鉄のＣＯ還元又はＨ２還元から直接的に生じ
ることができる。前記生産方法は、今日の工業における最も一般的な粉末製造経路である
。しかしながら、本発明による鉄をベースにした粉末粒子は、上述の方法で作った粒子に
類似した粒子を提供するその他の製造方法から生じる可能性もある。
【００３３】
　一般に、噴霧粉末粒子は、化学的還元によって製造される粒子に比べてより小さい内部
空隙を含む。粒子の組織形態及び大きさは、また、製造方法に応じて変化する。これらの
相違により、噴霧粒子は、しばしば、化学的に還元された粒子に比べてより大きな見掛け
密度、例えば、２．５ｇ／ｃｍ３より大きな、又は２．８ｇ／ｃｍ３より大きな見掛け密
度を有する。
【００３４】
　Ｈ２還元で製造された鉄をベースにした粉末は、通常、２．０ｇ／ｃｍ３未満、又は１
．８ｇ／ｃｍ３未満などの小さな見掛け密度を有する。
【００３５】
　ＣＯ還元で製造される鉄をベースにした粉末は、通常、１．８～２．８ｇ／ｃｍ３、又
は２．０～２．５ｇ／ｃｍ３などの、上述の２つの間の見掛け密度を有する。
【００３６】
　同様の方式で、また、比表面積（ＢＥＴ）に関しても相違がある。噴霧粉末は、０．１
ｍ２／ｇ未満などの小さな表面積を有し、ＣＯ還元型粉末は、一般に、０．１～０．１８
ｍ２／ｇの表面積を有し、Ｈ２還元型粒子は、一般に０．１８ｍ２／ｇより大きな表面積
を有する。
【００３７】
　粉末粒子の組織形態、密度、空隙率、表面積などの相違は、本発明による濾過媒体の性
能に影響を及ぼし、本出願中の製造経路を指定することによって（単純化のために）言及
される。しかしながら、濾過媒体の特性に影響を及ぼすのは粒子の特性であり製造経路で
はないことを指摘することは重要である。したがって、上述の粒子に類似した特性を備え
た鉄をベースにした粉末粒子を提供する任意のその他の技術は、本出願の実施形態に包含
されると理解されなくてはならない。
【００３８】
　一実施形態において、鉄をベースにした多孔性粒子は、化学的に還元された鉄粉末粒子
の場合のように使用される。銅含有粒子と混合する間に、銅含有粒子が十分に小さな粒子
直径を有するなら、これらの粒子を、鉄をベースにした粒子の細孔中に押し込み、構造中
に固定されたようになることが可能である。
【００３９】
　また、活性炭、活性アルミナ及びゼオライトなどの他の部類の粒子を、混合前に添加す
ることが可能である。これらの粒子は、それらが鉄をベースにした粒子の細孔中に押し込
まれ、構造中に固定されたようになり、製品に汚染物質を低減するための増強された特性
を付与させるように十分に小さくあるべきである。前記の他の部類の粒子の添加量は、混
合物の０．０１～１０重量％、好ましくは０．０５～８重量％、より好ましくは０．１０
～５重量％でなければならない。
【００４０】
　鉄をベースにした粉末は、１０ｍｍ～１μｍ、好ましくは５ｍｍ～２０μｍ、最も好ま
しくは２ｍｍ～４５μｍの平均粒度を有することができるが、これらの粒度に限定される
と解釈されるべきでない。
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【００４１】
　平均粒度は、粒子の５０重量％が、平均粒度未満の粒度を有し、粒子の５０重量％が、
平均粒度より大きな粒度を有することを意味する。平均粒度は、ＳＳ－ＥＮ２４４９７に
よる標準的な篩分析によって、又はＳＳ－ＥＮ１３３２０－１によるレーザー回折によっ
て測定することができる。
【００４２】
　好ましい実施形態において、鉄をベースにした粉末粒子は、９０重量％を超える、好ま
しくは９５％を超える鉄（Ｆｅ）含有量を有し、該粒子のうち最大で２重量％が８５０μ
ｍより大きく、該粒子のうち最大で１２重量％が４５μｍより小さい。
【００４３】
　銅含有粉末粒子は、好ましくは、本質的に純粋なＣｕ、及びＣｕ合金（Ｆｅ－Ｃｕ、Ｃ
ｕ－Ｓｎ、Ｃｕ－Ｚｎ、Ｃｕ－Ａｌ、Ｃｕ－Ｓｉ、Ｃｕ－Ｎｉなど）からなる群から選択
される。好ましいＣｕ合金はＦｅ－Ｃｕである。
【００４４】
　銅含有粉末粒子は、１０ｍｍ～１μｍ、好ましくは５ｍｍ～２０μｍ、最も好ましくは
２ｍｍ～４５μｍの平均粒度を有することが可能であるが、これらの粒度に限定されると
解釈すべきでない。
【００４５】
　一実施形態において、９０重量％超、好ましくは９５重量％超の鉄含有量を有する鉄を
ベースにした粉末は、Ｆｅ－Ｃｕ合金と混合され、ここで、前記Ｆｅ－Ｃｕ合金は、鉄粒
子に拡散接合された又は拡散合金化されたＣｕ粒子からなり、前記Ｆｅ－Ｃｕ合金は、５
～２５重量％の銅を含む。
【００４６】
　本発明の一実施形態において、濾過媒体は、混合物（Ａ）を含み、ここで、該混合物は
、
　１）１０ｍｍ～１μｍの平均粒度を備え、鉄粉末の少なくとも９０重量％のＦｅを含有
し、且つ本質的に純粋なＣｕ粉末粒子及びＣｕ合金粉末粒子の中の少なくとも１つを含む
噴霧鉄粉末（ここで、該混合物（Ａ）は、２～２０重量％のＣｕを含む）、
　２）１０ｍｍ～１μｍの平均粒度を備え、鉄粉末の少なくとも９０重量％のＦｅを含み
、且つ本質的に純粋なＣｕ粉末粒子及びＣｕ合金粉末粒子の中の少なくとも１つを含むＨ
２還元型鉄粉末（ここで、該混合物（Ａ）は、２～１０重量％のＣｕを含む）、又は
　３）１０ｍｍ～１μｍの平均粒度を備え、鉄粉末の少なくとも９０重量％のＦｅを含み
、且つ本質的に純粋なＣｕ粉末粒子及びＣｕ合金粉末粒子の中の少なくとも１つを含むＣ
Ｏ還元鉄粉末（ここで、該混合物（Ａ）は、１０～２０重量％のＣｕを含む）を、
含む。
【００４７】
　好ましくは、言及したＣｕ合金粉末粒子は、Ｆｅ－Ｃｕ粉末粒子を含み、より好ましく
はＦｅ－Ｃｕ粉末粒子からなる。
【００４８】
鉄－銅粉末合金（Ｂ）
　本発明の一実施形態において、濾過媒体は、鉄－銅粉末合金（単数又は複数）からなる
か、それらを含む。
【００４９】
　本発明による鉄－銅粉末合金（単数又は複数）は、１０ｍｍ～１μｍ、好ましくは５ｍ
ｍ～２０μｍ、最も好ましくは２ｍｍ～４５μｍの範囲の粒度を有することができるが、
これらの粒度に限定されると解釈すべきでない。
【００５０】
　一実施形態において、鉄－銅合金は、溶融鉄の噴霧、すなわち溶融鉄と任意選択の添加
物との気体噴霧及び水噴霧により直接的に生じる。銅は、この場合、溶融状態の鉄にプレ
アロイ化される。
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【００５１】
　別法として、銅を、鉄をベースにした粒子中での拡散合金化、固体拡散を介してプレア
ロイ化することができる。鉄をベースにした前記粒子は、溶融鉄の噴霧、すなわち溶融鉄
の気体噴霧及び水噴霧、或いは酸化鉄の化学的還元、例えばＣＯ還元又はＨ２還元から直
接的に生じることができる。双方の事例、すなわち、溶融状態の鉄に銅をプレアロイ化す
る事例、拡散合金化を介して銅をプレアロイ化する事例において、銅は、鉄をベースにし
た粒子のマトリックス中に存在し、したがって、鉄－銅合金を形成する。合金中の銅量は
、この実施形態において２～２０重量％である。拡散合金化法で使用される銅粒子は、純
粋な銅；Ｆｅ－Ｃｕ、Ｃｕ－Ｓｎ、Ｃｕ－Ｚｎ、Ｃｕ－Ａｌ、Ｃｕ－Ｓｉ、Ｃｕ－Ｎｉな
どのＣｕ合金や、Ｃｕ酸化物や、Ｃｕ塩などから生じることができる。
【００５２】
　別の実施形態において、鉄－銅合金は、拡散接合によって製造することができ、この場
合、銅粒子は、拡散によって鉄をベースにした粒子の表面に接合される。合金中の銅量は
、この実施形態において２～２０％である。鉄をベースにした前記粒子は、溶融鉄の噴霧
、すなわち溶融鉄の気体噴霧及び水噴霧、或いは酸化鉄の化学的還元、例えばＣＯ還元又
はＨ２還元から直接的に生じることができる。拡散接合法で使用される銅粒子は、純粋な
銅；Ｆｅ－Ｃｕ、Ｃｕ－Ｓｎ、Ｃｕ－Ｚｎ、Ｃｕ－Ａｌ、Ｃｕ－Ｓｉ、Ｃｕ－Ｎｉなどの
Ｃｕ合金や、Ｃｕ酸化物や、Ｃｕ塩などから生じることができる。
【００５３】
　この文脈で、用語「拡散接合」は、銅粒子が、鉄をベースにした粒子の表面に熱拡散に
よって単に接合されることを意味し、一方、用語「拡散合金化」は、銅粒子が、鉄粒子中
に部分的に又は完全に合金化されることを意味する。拡散合金化は、より高い炉温を必要
とする。
【００５４】
　別の実施形態において、鉄－銅合金は、銅粒子を鉄粒子と機械的に合金化することによ
って製造することが可能である。
【００５５】
　機械的合金化は、粉末粒子の高エネルギーミル中での反復的な冷間圧接、破砕、再圧接
を含む固体粉末処理技術である。鉄をベースにした前記粒子は、溶融鉄の噴霧、すなわち
溶融鉄の気体噴霧及び水噴霧、或いは酸化鉄の化学的還元、例えばＣＯ還元又はＨ２還元
から直接的に生じることができる。この場合の銅含有量は、２～１０重量％である。機械
的接合法で使用される銅粒子は、純粋な銅、及び／又はＦｅ－Ｃｕ、Ｃｕ－Ｓｎ、Ｃｕ－
Ｚｎ、Ｃｕ－Ａｌ、Ｃｕ－Ｓｉ、Ｃｕ－ＮｉなどのＣｕ合金などから生じることが可能で
ある。好ましいＣｕ合金はＦｅ－Ｃｕである。
【００５６】
鉄をベースにした銅含有多孔性透過性複合体（Ｃ）
　本発明の一実施形態において、汚染された流体を処理するための濾過媒体は、鉄をベー
スにした銅含有多孔性透過性複合体からなるか、或いはそれらを含んでなる。
【００５７】
　前記複合体は、鉄－銅合金（Ｂ）又は鉄をベースにした粉末－銅を含む混合物（Ａ）を
一般的な粉末冶金技術に付すことによって、チップ、フレーク、ブロック又はペレットな
どの種々の形態に製造することができる。
【００５８】
　「透過性」という用語の使用は、本明細書中で開示される場合、特に液体又は気体が透
過又は浸透するように構成された複合体又は鉄をベースにした粉末集合体と解釈すること
ができる。
【００５９】
　「多孔性」という用語の使用は、本明細書中で開示される場合、細孔又は隙間を通る気
体又は液体の通過を可能にするように構成された複合体又は鉄の粉末若しくは集合体と解
釈することができる。
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【００６０】
　したがって、鉄をベースにした本発明による銅含有多孔性透過性複合体（Ｃ）は、複合
体の細孔及び空洞中に配置された銅含有粒子を含むことができる。
【００６１】
　本発明による濾過媒体は、鉄をベースにした銅含有多孔性透過性複合体（Ｃ）を含むこ
とが好ましい。もちろん、前記複合体（Ｃ）を構成する開示の混合物（Ａ）及び／又は合
金（Ｂ）の好ましい実施形態が、最も好ましい。例えば、本発明による濾過媒体はまた、
前に開示した材料の種々の組合せ、即ち、（１）鉄をベースにした銅含有多孔性透過性複
合体（Ｃ）と鉄をベースにした粉末からなる主要部と銅をベースにした粉末からなる少量
部を含む混合物（Ａ）との組合せ、（２）鉄をベースにした銅含有多孔性透過性複合体（
Ｃ）と鉄－銅合金（Ｂ）との組合せ、或いは（３）鉄をベースにした粉末からなる主要部
と銅をベースにした粉末からなる少量部を含む混合物（Ａ）、鉄－銅合金（Ｂ）及び鉄を
ベースにした銅含有多孔性透過性複合体（Ｃ）の３つのすべての組合せを含むことが可能
である。
【００６２】
透過性多孔性複合体の調製
　鉄をベースにした粉末混合物（Ａ）又は鉄－銅合金（Ｂ）を、圧密及び／又は熱処理、
任意選択で続いて分粒に付して、鉄をベースにした銅含有多孔性透過性複合体を製造する
ことができる。したがって、鉄をベースにした銅含有多孔性透過性複合体（Ｃ）は、（１
）圧密及び任意選択の分粒、（２）圧密、熱処理、及び任意選択の分粒、或いは（３）熱
処理及び任意選択の分粒によって得ることができる。好ましくは、圧密は、前記複合体（
Ｃ）の製造工程の一部である。
【００６３】
　圧密は、通常、１０００ＭＰａ未満、好ましくは６００ＭＰａ未満、例えば１０～１０
００ＭＰａ、２０～８００ＭＰａ、又は２０～６００ＭＰａの圧力で実施され、約７．０
ｇ／ｃｍ３又は７．０ｇ／ｃｍ３未満の圧密後密度を達成し、ブロック、顆粒又はペレッ
トなどの所望の形状を形成する。好ましくは、圧密後の密度は、使用される鉄をベースに
した粉末の種類に応じて、２．５～７．０ｇ／ｃｍ３、好ましくは４～６ｇ／ｃｍ３であ
る。好ましくは、圧密は、１軸の圧密運動を有する。
【００６４】
　熱処理は、通常、使用される材料（Ａ）又は（Ｂ）の種類に応じて、還元性又は不活性
雰囲気中、１２００℃未満、１０００℃未満、又は８００℃未満の温度を必要とする。熱
処理温度は、通常、３００℃超、好ましくは４００℃超である。注目の温度区間は、特に
、３００～１２００℃、４００～１２００℃、３００～１０００℃、４００～１０００℃
、３００～８００℃、４００～８００℃、３００～７００℃、４００～７００℃、３００
～６００℃、４００～６００℃、３００～５００℃及び４００～５００℃である。熱処理
のための温度は、常に、銅含有粉末材料の融点よりも低い。
【００６５】
　通常、熱処理及び／又は圧密の後に、分粒又は穏やかな摩砕が実施され、それは、１０
ｍｍ～１０μｍ、好ましくは５ｍｍ～２０μｍ、最も好ましくは２ｍｍ～４５μｍの粒度
をもたらす任意の適切な装置中で実施することができる。
【００６６】
　一実施形態において、本発明による濾過媒体は、圧密され且つ任意選択で熱処理された
、鉄をベースにした粉末と銅をベースにした粉末の混合物を含有する、鉄をベースにした
銅含有多孔性透過性複合体（Ｃ）を含み、ここで、前記複合体（Ｃ）は、１１～６８％、
好ましくは２３～５０％の空隙率と、２．５～７．０ｇ／ｃｍ３、好ましくは４～６ｇ／
ｃｍ３の密度と、１０ｍｍ～１０μｍ、好ましくは５ｍｍ～２０μｍ、最も好ましくは２
ｍｍ～４５μｍの粒度を有する。
【００６７】
　別の実施形態において、複合体（Ｃ）を含む濾過媒体は、噴霧鉄粉末、又は水素還元鉄
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粉末若しくはＣＯ還元鉄粉末を含み、ここで、該鉄粉末は、少なくとも９０重量％、好ま
しくは少なくとも９５重量％のＦｅ含有量を有する。複合体（Ｃ）が噴霧鉄粉末を含む場
合、複合体（Ｃ）中の銅含有量は、好ましくは２～２０重量％である。複合体（Ｃ）が水
素還元鉄粉末を含む場合、複合体（Ｃ）中の銅含有量は好ましくは２～１０重量％である
。複合体（Ｃ）がＣＯ還元鉄粉末を含む場合、複合体（Ｃ）中の銅含有量は好ましくは１
０～２０重量％である。
【００６８】
　鉄をベースにした多孔性透過性複合体（Ｃ）を含む本発明による濾過媒体を製造するた
めの１つの好ましい方法は、
・噴霧鉄粉末及び２～２０重量％の銅を含む混合物（Ａ）、水素還元鉄粉末及び２～１０
重量％の銅を含む混合物（Ａ）、ＣＯ還元鉄粉末及び１０～２０重量％の銅を含む混合物
（Ａ）、又は２～２０重量％の銅を含む鉄銅粉末合金（Ｂ）からなる群から選択される形
態の鉄及び銅を準備するステップと、
・鉄及び銅を含有する前記粉末混合物（Ａ）又は合金（Ｂ）を１０～１０００ＭＰａの圧
密圧力で圧密し、２．５～７ｇ／ｃｍ３の密度を有する圧密体とするステップと、
・任意選択で、該圧密体を３００～１２００℃の温度で熱処理するステップと、
・任意選択で、圧密体又は圧密熱処理体を分粒又は摩砕して、１μｍ～１０ｍｍの粒度に
するステップと、
を含む。
【００６９】
濾過媒体の使用
　本発明は、また、複数の汚染物質で汚染された流体を同時に処理するための濾過媒体の
使用に関するものであり、ここで、該流体は、前記濾過媒体を通過、又はそれと接触する
ことができる。汚染された流体は、好ましくは液体形態で存在する。前記流体は、水含有
流体、好ましくは地下水、河川水、工業廃水、都市廃水、及び／又は表面水でよい。前記
流体は、本発明による精製処理の後に、飲料水として使用できる。前記汚染物質は、無機
塩素含有組成物、硝酸塩、亜硝酸塩、重金属（Ａｓ、Ｐｂ、Ｈｇ、Ｃｄ、Ｓｅ、Ｃｒ及び
六価Ｃｒなど）その他の有毒無機物質、有毒有機化合物、及び／又は微生物（細菌など）
、或いはこれらの組合せからなる群から選択できる。
【００７０】
流体中の複数の汚染物質の含有量を低減する方法
　本発明は、また、流体中の複数の汚染物質の含有量を低減する方法であって、前記のよ
うな、鉄粉末をベースにした銅含有混合物（Ａ）又は鉄－銅合金（Ｂ）、又は透過性多孔
性複合体（Ｃ）を得るステップ、並びに１又は複数の汚染された流体（単数又は複数）を
、前記合金、前記混合物、又は前記複合体からなる、又はそれらを含む濾過媒体を通過さ
せるか、それらと接触させ、かくして、複数の汚染物質の含有量を同時的に低減するステ
ップを含む方法に関する。
【００７１】
　前記濾過媒体は、処理すべき流体の供給系に連結された容器の内部に配置することがで
きる。
【００７２】
　このような容器は、直列又は並列に配置し、且つ、流体中の有害物質の含有量を低減す
るための他の既知物質を含むさらなる容器に連結することができる。
【００７３】
　前記濾過媒体を、清浄化すべき水に添加し、一定時間後に、該濾過媒体を除去すること
ができ、或いは水をデカントした後に精製された水を使用することができる。
【００７４】
　本発明による濾過媒体は、ＢＥＴ（Ｂｒｕｎａｕｅｒ、Ｅｍｍｅｔｔ及びＴｅｌｌｅｒ
、１９３８）で測定した場合に、好ましくは、０．０５～５０ｍ２／ｇ、０．２ｍ２／ｇ
より大きい、０．５ｍ２／ｇより大きい、１ｍ２／ｇより大きい比表面積を有する。
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【００７５】
　特定部類の銅粉末粒子を特定部類の鉄粉末粒子と組み合わせると、本発明による濾過媒
体を用いて極めて驚くべき相乗効果が得られる。この相乗効果は、複数の汚染物質の除去
、特に細菌、塩素及び硝酸塩の除去に関する著しく高い効率によって明らかである。
【００７６】
　流体中の複数の汚染物質を同時に低減するための本発明による方法に付随するさらなる
利点は、通常のイオン交換などの方法と対照的に、該方法によって有害廃棄物が生じない
ことである。
【００７７】
　適合性、すなわち処理すべき流体の種類、汚染物質の種類に応じて、鉄をベースにした
種々の粉末及び銅を含有する種々の粉末を、最適の効率を得るように選択することができ
る。
【００７８】
　本発明による濾過媒体は、実施形態にかかわらず、１１～６８％、好ましくは２３～５
０％の範囲の空隙率で表現される透過性を有するべきである。
【００７９】
　本発明の一実施形態は、本発明による濾過媒体を、飲料水処理、廃水の（自治体及び産
業の）処理、及び／又は土壌矯正に対して適用することである。
【００８０】
　発生する副産物、すなわち鉄－銅合金、又は鉄粉末をベースにした銅含有混合物、又は
多孔性複合体を含む使用済みの濾過媒体は、他の産業で、例えば、鉄鋼産業用原料として
使用することができる。
【００８１】
　実施形態において、流体中の複数の汚染物質の含有量を同時に低減するための濾過媒体
は、鉄をベースにした粉末からなる主要部と銅をベースにした粉末からなる少量部を含む
混合物（Ａ）を含み、ここで、前記混合物は、
　・４０μｍ～１５０μｍの大きさの平均粒度を有し、鉄粉末の少なくとも９０重量％の
Ｆｅを含む噴霧鉄粉末、及び
　・組成物が該組成物の２～２０重量％のＣｕを含むことを保証するのに十分な量の、本
質的に純粋なＣｕ粉末粒子、Ｆｅ－Ｃｕ粉末粒子、及びＣｕ合金粉末粒子の中の少なくと
も１つからなる。
【００８２】
　別の実施形態において、流体中の複数の汚染物質の含有量を同時的に低減するための濾
過媒体は、鉄をベースにした粉末からなる主要部と銅をベースにした粉末からなる少量部
を含む混合物（Ａ）を含み、ここで、前記混合物は、
　・４５μｍ～８５０μｍの大きさの平均粒度を有し、鉄粉末の少なくとも９０重量％の
Ｆｅを含むＨ２還元鉄粉末、及び
　・組成物が該組成物の２～１０重量％のＣｕを含むことを保証するのに十分な量の、本
質的に純粋なＣｕ粉末粒子、Ｆｅ－Ｃｕ粉末粒子、及びＣｕ合金粉末粒子の中の少なくと
も１つからなる。
【００８３】
　さらに別の実施形態において、流体中の複数の汚染物質の含有量を同時に低減するため
の濾過媒体は、鉄をベースにした粉末からなる主要部と銅をベースにした粉末からなる少
量部を含む混合物（Ａ）を含み、ここで、前記混合物は、
　・４０μｍ～１５０μｍの大きさの平均粒度を有し、鉄粉末の少なくとも９０重量％の
Ｆｅを含むＣＯ還元鉄粉末、及び
　・組成物が該組成物の１０～２０重量％のＣｕを含むことを保証するのに十分な量の、
本質的に純粋なＣｕ粉末粒子、Ｆｅ－Ｃｕ粉末粒子、及びＣｕ合金粉末粒子の中の少なく
とも１つからなる。
【００８４】
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　さらに別の実施形態において、流体中の複数の汚染物質の含有量を同時に低減するため
の濾過媒体は、鉄－銅粉末合金（単数又は複数）（Ｂ）を含み、ここで、該合金は、鉄、
及び２～２０％の銅からなる。
【００８５】
　さらに別の実施形態において、流体中の複数の汚染物質の含有量を同時的に低減するた
めの濾過媒体は、前述の混合物（Ａ）又は前述の合金（Ｂ）の中の少なくとも１つを使用
して調製された、鉄をベースにした銅含有多孔性透過性複合体（Ｃ）を含む。
【実施例】
【００８６】
　以下の実施例では、それらの特性を付記した表１に記載の種々の粉末材料を使用した。
【表１】

【００８７】
見掛け密度（ＡＤ）：
　粉末が、振動を与えないでゆるい状態で存在する場合の密度。それは、ロート及び測定
カップからなり、粉末がロートを通ってカップ中に流れるホール型フローメーターで測定
される（ＡＳＴＭ　Ｂ２１２及びＡＳＴＭ　Ｂ４１７）。
【００８８】
粒度分布（ＰＳＤ）：
　篩目が次第に小さくなる（メッシュは次第に大きくなる）一連の篩のそれぞれの上に保
持される粉末の重量パーセントで表現されるような粒度分布データ（ＡＳＴＭ　Ｂ２１４
）。
【００８９】
比表面積（ＳＳＡ）：
　気体吸着（ＢＥＴ法）によって測定されるような、単位重量の粉末当たりの粉末表面積
。
【００９０】
％Ｆｅ及び％Ｃｕ：
　粉末中の鉄及び銅元素の含有量。それは、誘導結合プラズマ質量分析法（ＩＣＰ－ＭＳ
法）で測定される。
【００９１】
試験方法
　水中の汚染物質を低減する能力を評価するため、実施例では以下の分析及び試験方法を
使用した。
【００９２】
細菌（大腸菌）の試験：
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　標準大腸菌を含む２５０ｍＬの水に１００ｇの粉末媒体を添加し、１０分間振盪して混
合した。粉末媒体を沈降させた後、細菌の存在／不在試験のため、処理済の水を１００ｍ
Ｌ採取した。滅菌した非蛍光性容器中の水試料に１包の試薬（ＩＤＥＸＸ　Ｌａｂｏｒａ
ｔｏｒｉｅｓ社）を添加し、振盪して混合し、３５℃で２４時間インキュベートした。試
料の５インチ以内に６Ｗ、３６５ｎｍのＵＶランプを配置することによって２４時間の時
点での結果を読み取った。黄色なら、試験は陰性（細菌不在）である。青色蛍光が観察さ
れたら、大腸菌の存在が確証される（米国国内環境分析指標（ＵＳＡ　Ｎａｔｉｏｎａｌ
　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｉｎｄｅｘ）６８５８５－２２－２）
。
【００９３】
塩素の低減：
　約６％の次亜塩素酸ナトリウムを含む漂白液を添加することによって約５ｍｇ／ＬのＣ
ｌＯ－を含む２５０ｍＬの水に１００ｇの粉末媒体を添加した。該媒体を水と穏やかに１
０分撹拌して混合した。原水及び処理水の塩素量を、分光光度計（Ｈａｃｈ　ＤＲ５００
０）で測定し、塩素の低減パーセントを計算した。
【００９４】
硝酸塩の低減：
　約１６ｍｇ／Ｌ（Ｎとして）の硝酸塩を含む２５０ｍＬの地下水（Ｍａｒｔｉｎｓｂｅ
ｒｇ、ペンシルヴェニア州、米国）に１００ｇの粉末媒体を添加した。該媒体を水と穏や
かに５時間撹拌して混合した。原水及び処理水中の硝酸塩量を、分光光度計（Ｈａｃｈ　
ＤＲ５０００）で測定し、硝酸塩の低減パーセントを計算した。
【００９５】
複数の汚染物質の低減効率（ＭＣＲＥ）：
　試験した濾過媒体の効率を比較するために、次式に従って指数を計算した：
　　ＭＣＲＥ＝（細菌低減％＋塩素低減％＋硝酸塩低減％）／３
ここで、細菌低減％は０又は１００のどちらかであり、ＭＣＲＥは、複数の汚染物質を同
時に低減する効率を定量化することを意図しており、％で表現され、したがって１００は
最高レベルの効率である。
【００９６】
　実際には、１つの汚染物質が、別のものよりも除去するのに重要であることもあるので
、値は、単に比較の目的のために存在すると解釈される。
【００９７】
例１（比較例）
　参照例として、表２に記載の粉末試料を、細菌、塩素及び硝酸塩を低減するそれらの能
力について個別的に試験した。試験は、前に記載した試験方法に従って実施した。使用し
た試料及び結果を表２に示す。
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【表２】

【００９８】
　上表は、鉄粉末が、銅粉末とは対照的に、細菌を死滅させることができないことを示し
ている。驚くべきことに、これらの鉄粉末は、塩素を銅と同一レベルで低減することがで
きることがわかる。鉄粉末は、硝酸塩を銅粉末よりもより高い程度まで低減することがで
きるが、なお不十分なレベルにある。
【００９９】
例２
　鉄をベースにした粉末からなる主要部と銅をベースにした粉末からなる少量部との混合
物を調製した。参照例として、純粋の還元粉末及び純粋の噴霧粉末を使用した。混合物を
、細菌、塩素及び硝酸塩に関するそれらの除去効率について評価した。除去効率をＭＣＲ
Ｅとして計算した。混合物を試験方法に従って評価した。
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【表３－１】
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【表３－２】

【０１００】
　表は、純粋な鉄粉末が、単独で細菌を死滅させることができず、且つ硝酸塩を低減する
効果は微々たるものであることを示している。純粋な鉄粉末に銅を混合すると、塩素及び
硝酸塩の低減に関して驚くべき相乗効果が観察される。
【０１０１】
　ＣＯ還元鉄粉末を使用する場合、満足できる細菌死滅効果、硝酸塩及び塩素の許容され
る低減を得るには、銅含有量は５重量％より大きくなければならない。本発明によるすべ
ての混合物は、７０％より大きなＭＣＲＥ値を示す。
【０１０２】
　噴霧粉末と銅とを組み合わせる場合、２０重量％より大きな銅含有量は、性能が向上し
ないので、費用対効果が高いとは考えられず、２重量％より小さい含有量は、細菌死滅効
果に負の影響を及ぼす。したがって、好ましい範囲は、粉末混合物の２～２０重量％の銅
である。同じ結論は、下限が５重量％より大きい、例えば１０～２０重量％の銅であるこ
とを除いて、ＣＯ還元粉末にもあてはまる。
【０１０３】
　Ｈ還元粉末に関して、最適な銅含有量は、表３の結果に示すように、２～１０重量％で
あることが見出された。
【０１０４】
例３
　本発明による鉄－銅粉末合金を含む濾過媒体を使用した。参照例として、純粋な還元粉
末及び純粋な噴霧粉末を使用した。混合物を、細菌、塩素及び硝酸塩に関する除去効率に
ついて、試験方法に従って評価した。合わせた除去効率をＭＣＲＥとして計算した。合金
は、拡散接合法を介して銅を鉄に接合することによって調製した。
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【表４】

【０１０５】
　表は、純粋な鉄粉末が、単独では細菌を死滅させることができず、且つ硝酸塩を低減す
る効果は微々たるものであることを示している。鉄－銅粉末合金を使用すると、塩素及び
硝酸塩の低減に関して驚くべき相乗効果が観察され、したがって、本発明による濾過媒体
は、細菌、塩素及び硝酸塩を同時に低減することができる。本発明によるすべての合金は
、６０％より大きなＭＣＲＥ値を示す。
【０１０６】
　噴霧粉末と銅とを組み合わせる場合、２０重量％より大きな銅含有量は、性能が向上し
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ないので、費用対効果が高いとは考えられず、２重量％より小さい含有量は、細菌死滅効
果に負の影響を及ぼす。したがって、好ましい範囲は、合金の２～２０重量％の銅である
。
【０１０７】
　ＣＯ還元粉末に関して、最適な銅含有量は、１０～２０重量％の銅であることが見出さ
れた。
【０１０８】
　Ｈ還元粉末に関して、最適な銅含有量は、結果に示すように、２～１０重量％であるこ
とが見出された。
【０１０９】
例４
　本発明による鉄－銅粉末合金を含む濾過媒体を調製した。参照例として、純粋な還元粉
末及び純粋な噴霧粉末を使用した。混合物を、細菌、塩素及び硝酸塩に関する除去効率に
ついて、試験方法に従って評価した。除去効率をＭＣＲＥとして計算した。合金は、拡散
合金化を介して、又は噴霧の前に溶融物に銅を添加することを介して、銅を鉄にプレアロ
イ化することによって調製した。
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【表５】

【０１１０】
　表は、純粋な鉄粉末が、単独では細菌を死滅させることができず、且つ硝酸塩を低減す
る効果は微々たるものであることを示している。鉄－銅粉末合金を使用すると、塩素及び
硝酸塩の低減に関して驚くべき相乗効果が観察され、したがって、本発明による濾過媒体
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は、細菌、塩素及び硝酸塩を同時に低減することができる。本発明によるすべての合金は
、７０％より大きなＭＣＲＥ値を示す。
【０１１１】
　噴霧粉末と銅とを組み合わせる場合、２０％より大きな銅含有量は、性能が向上しない
ので、費用対効果が高いとは考えられず、２％より小さい含有量は、細菌死滅効果に負の
影響を及ぼす。したがって、好ましい範囲は、合金の２～２０重量％の銅である。
【０１１２】
　ＣＯ還元粉末に関して、最適な銅含有量は、１０～２０重量％の銅であることが見出さ
れた。
【０１１３】
　Ｈ還元粉末に関して、最適な銅含有量は、結果に示すように、２～１０重量％であるこ
とが見出された。
【０１１４】
例５
　本発明による濾過媒体を、純粋な鉄をベースにした粉末粒子を銅粉末と機械的に合金化
することによって調製した。参照として、純粋な噴霧鉄粉末を使用した。
【表６】

【０１１５】
　表６は、純粋な鉄粉末と対照的に、機械的に合金化された鉄－銅粉末は、硝酸塩を低減
し、細菌を死滅させ、且つ塩素の低減効率を向上させることができることを示している。
また、表６で、機械的に合金化する場合の最適な銅含有量は、合金の２～１０重量％であ
ることがわかる。
【０１１６】
例６
　米国、ペンシルヴェニア州、Ｍａｒｔｉｎｓｂｅｒｇからの天然水、地下水の試料を使
用した。試料に、大腸菌、ヒ素、及び塩素（～６％の次亜塩素酸ナトリウムを含む漂白液
を添加することによる５ｍｇ／ＬのＣｌＯ－）を添加した。表７に、地下水試料の特性を
示す。
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【表７】

【０１１７】
　試験は、図１に示すように、試験材料を含むカラム中に水をポンプで送入することによ
って実施した。空筒接触時間（ＥＢＣＴ）は、３０分であった。流出水を、特定の時間間
隔後に、汚染物質について分析した。０時間の時点での汚染物質含有量は、非処理水（流
入水）中の含有量に等しい。１０％の銅と拡散合金化されたＨ還元鉄粉末からなる１００
ｇの濾過媒体を使用した。
【０１１８】
　カラムを通過する水中の種々の汚染物質の異なる時間間隔後の濃度を表８に示す。
【表８】

【０１１９】
　表８からわかるように、本発明による濾過媒体は、水中の複数の汚染物質、この場合に
は、ヒ素、塩素、硝酸塩及び大腸菌を効果的に除去する。
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【０１２０】
例７
　この例は、透過性多孔性複合体に要求される最小及び最大の空隙率がどのように測定さ
れるかを示す。本発明による透過性多孔性複合体の製造に使用するのに適した鉄粉末を試
験した。試験装置及び設定を図４に図示した。
【０１２１】
　表１に記載の鉄粉末、Ｈ還元鉄粉末を、１０％の銅粉末、表１に記載の噴霧銅粉末と混
合した。混合物を、種々の密度を有する複合体からなる直径２５ｍｍ、高さ２０ｍｍの円
筒に圧密した。密度は、ＳＳ　ＥＮ　ＩＳＯ２７３８に従って測定した。
【０１２２】
　試験すべき複合体をカラム中に配置し、水を種々の圧力で通過させた。試験材料を通っ
て透過する水量を、圧力を印加してから５分間の水のミリリットル数として測定した。
【０１２３】
　空隙率は、金属粉末及び粉末冶金製品に関する標準試験法（ＭＰＩＦ　２００７年版）
、より具体的には、焼結粉末冶金製品のオイル含有量及び相互連結空隙率を測定するため
のＭＰＩＦ基準Ｎｏ．５７に従って測定される。相互連結空隙率の測定は、オイル不含試
験標本の質量（質量Ａ）、完全含浸試験標本の質量（質量Ｂ）、水中に浸漬されたオイル
含浸標本と試験標本支持体との質量（質量Ｃ）、水中での試験標本支持体の質量（質量Ｅ
）、浸漬温度でのオイルの密度（ρ０）及び水の密度（ρＷ）を測定することによって行
った。相互連結空隙率は、次式から体積％で計算される。
【数１】

ここで、
　ρ０＝受け入れるオイルの密度（ｇ／ｃｍ３）
　ρＷ＝浸漬温度での水の密度（ｇ／ｃｍ３）
　Ａ＝オイル不含標本の空気中での質量（ｇ）
　Ｂ＝オイル含浸標本の質量（ｇ）
　Ｃ＝水中に浸漬されたオイル含浸標本と試験標本支持体との質量（ｇ）
　Ｄ＝水中に浸漬された試験標本支持体の質量
【０１２４】
　次表は、透過性多孔性複合体の空隙率が、約１１％を超えなければならないことを示し
ている。このことは、試験１～８によって明白である。１０．７％の空隙率の場合、水は
、どの印加圧力においても複合体を通過できない（試験１）。１１．５％の空隙率の場合
、水は、５ｐｓｉ、即ち０．０３ＭＰａの最小圧力で複合体を通過する（試験２）。より
大きな空隙率を有する複合体は、より大きな水透過性を提供することができる（試験３～
８）。本発明による複合体の最大空隙率は、約６８％である。空隙率が６８％を超える場
合、銅含有鉄粉末混合物を緊密に保持して、特定形状の複合体を形成することができない
。２３％～５０％の空隙率の場合、複合体は、良好な複合体強度及び優れた透過性を達成
することができる。
【０１２５】
　したがって、透過性多孔性複合体を製造するために本発明による複合体に要求される空
隙率は、１１％～６８％、好ましくは２３％～５０％である。
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【表９】
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【図１】

【図３】

【図４】
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